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高岡市 工業用水道事業経営戦略 

 

団 体 名：  高岡市     

事 業 名：  工業用水道事業 

策 定 日： 令和 ８年 ３月 

計 画 期 間： 令和 ８年度  ～ 令和 18 年度 

 

1. 事業概要 

(1) 事業の現況 

① 給水 

供用開始年月日 昭和３３年４月１日 契約水量 15,700 ㎥/日 

給水先事業所数 ３ 一日平均配水量 17,005 ㎥ 

 

② 施設 

水源 ☑ 表流水 ☑ ダム ☑ 伏流水 ☑ 地下水 ☑ 受水費 その他（複数選択可） 

施設数 

浄水場設置数 ０ 
管路延長 4,582 m 

配水池設置数 ０ 

現在配水能力 60,000 ㎥/日 契約水量 15,700 ㎥/日 

※事業概要図については、別紙「高岡市工業用水道概況図」のとおり 

③ 料金 

料金改定年月日 

（消費税のみの改定は含まない） 
令和７年４月１日 

＜料金体系＞ 

改定年月日 単価 

令和７年４月１日～ 7.0 円/㎥ 

令和５年４月１日～ 5.7 円/㎥ 

昭和 56 年４月１日～ 4.3 円/㎥ 
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④ 組織 

職員数 68 名（R6 年度時点） 

事業運営組織 
上下水道局に総務課・営業課・水道工務課・下水道工務課・施設

維持課を設置し、上工下一体で管理を行う 

＜組織体系図＞ 

 

＜職員数・職種等＞ 
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事務職員 ０ ２ ６ ４ ２ ０ ２ ０ ０ １ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ １ 22 

技術職員 １ ０ ０ ０ ０ １ ０ ２ ２ ２ ５ ４ ２ ４ ３ ３ ２ ３ ２ １ ３ ３ ３ 46 

合計 １ １４ ５ 14 19 15 68 

 

(2) これまでの主な経営健全化の取組 

令和４年度に工業用水道事業給水条例を改正し、42 年間据え置きされていた料金を改定した。改正

内容は、改正前 4.3 円/㎥を 63％引き上げ 7.0 円/㎥とするもので、令和５年、６年の２か年は緩和措

置として 5.7 円/㎥とした。 
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(3) 経営比較分析表を活用した現状分析 

別紙「経営比較分析表（令和６年度決算）」のとおり 

 

(4) 組織の見通し 

 R6 年度 R13 年度 R18 年度 

職員数 68 名 68 名 68 名 
 

本組織の職員数については、令和６年度において正規職員 68 名の体制としている。今後の見通し

としては、令和 13年度及び令和 18年度においても同規模の 68 名体制を維持する見込みである。 

これは、現行の業務量及び行政需要を踏まえ、当面の間、現在の組織規模を維持することが適切で

あると判断したものであり、今後、社会情勢の変化や業務量の増減等に応じて、随時見直しを行って

いく方針である。 
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2. 経営の基本方針 

(1) 経営理念 

市民とともに 未来へつなぐ 信頼の上下水道 

(2) 経営方針 

【強靭】強靭な上下水道の構築 

強くしなやかな上下水道施設の構築 

• 工業用水道施設の適切な維持管理 

災害時における上水道機能の確保・充実 

• 緊急時の対応策の充実 

【持続】上下水道サービスの持続性の確保 

経営基盤の強化 

• 財政の健全化 

• 組織力の強化 

• 効率的な事業運営 

• 官民連携の推進 

環境への配慮 

• カーボンニュートラルの実現に向けた取り組み 

ＤＸの推進 

• デジタル情報を活用した業務の効率化 

これらの取組により工業用水道事業の適切な維持管理に努める。 
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3. 投資等について 

(1) 今後検討予定の取組の概要 

① 投資についての検討状況等 

民間の資金・ノウハウ等の活用 

（PPP/PFI 等の導入等） 

ユーザー３者と協議を行っていく。 

施設・設備の廃止・統合 

（ダウンサイジング） 

ユーザー３者と協議を行っていく。 

施設・設備の合理化 

（スペックダウン） 

ユーザー３者と協議を行っていく。 

投資の方向性について 
ユーザー３社との協議を継続し更新投資の在り方に

ついて引き続き検討する。 

投資の財源について 
ユーザー３者と更新財源をどのようにするのかを、

協議していく。 

施設・設備の長寿命化等の投資の

平準化 

ユーザー３社との協議を継続し更新投資の在り方に

ついて引き続き検討する。 

その他の取組 ユーザー３者と協議を行っていく。 

 

② 財源についての検討状況 

料金 

令和５年度に料金の見直しを行い、令和５年度、令

和６年度の経過措置期間が終了し、令和７年度より

料金が改定されている。 

企業債 ユーザー３者と協議を行っていく。 

 

4. 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項 

経営戦略の 

事後検証、改定等 

に関する事項 

本戦略は、計画（Plan）・実行（Do）・評価（Check）・改善（Act）からな
る PDCA サイクルに基づき、概ね３から５年ごとに内容の見直しを行いま
す。 
見直しに当たっては、健全な経営を維持する観点から、収支構造の妥当

性や料金改定の必要性について検証します。 
また、各種事業計画の改定や経営に影響を及ぼす重要な計画の策定等が

あった場合には、その影響を踏まえ、必要に応じて適切な改善を行いま
す。 
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0.24 0.52平均値 52.35 53.69 56.59 54.73 54.57平均値 57.63 58.13 59.87 56.74 58.37

全体総括

・令和５年度に料金改定を実施したものの、経営
状況は前年度より悪化している。令和５年度に実
施した料金改定において、令和５、６年を経過措
置としているため、令和７年には経営状況改善の
見込みである。今後も経営基盤の強化を図ってい
くとともに、事業運営の在り方について検討して
いくことが必要である。

R04 R05 R06

当該値 0.00 0.00

平均値 0.24 0.22

R02

0.00

0.17

R03R06

0.00 0.00当該値 50.20 50.20 50.20 50.20 50.20当該値 70.96 72.38 73.62 75.05 73.00

R03 R04 R05R02 R03 R04 R05 R06 R02

2. 老朽化の状況

平均値 61.99 62.26 63.81 65.94 66.16平均値 40.29 40.41 41.58 42.67 42.68平均値 26.92 27.33 27.25 24.35 24.73平均値 103.06 100.74 95.67 106.76 105.97

当該値当該値 5.32 5.31 5.96 5.88 6.82 26.17 26.17 26.17 26.17当該値 31.78 27.65 27.39 28.05 28.34

R02R03 R04 R05 R06 R02

26.17

2. 老朽化の状況について

・①有形固定資産減価償却率は、前年度に施設更
新したことにより減少しているが、全国・類似団
体平均を上回っており、施設の老朽化が進行して
いることを示している。
・②管路経年化率は、当年度に法定耐用年数を迎
えた管路がないため、前年度から増減はない。
・③管路更新率は、法定耐用年数を超えた管路は
存在するが、更新に至っていない。今後、事業運
営の在り方を踏まえて検討していく必要がある。

R02 R03 R04 R05 R06 R02 R03 R04 R05 R06

当該値 80.84 80.94 72.16 96.96 83.51

R03 R04 R05 R06

平均値 214.20 242.32 256.40 254.62 250.26平均値 638.35 521.36 549.67 599.10 785.37平均値 53.86 75.17 164.95 124.74 114.07平均値 115.38 113.53 111.03 112.45 112.73

当該値当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0084.49

R03 R04

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00当該値 8,076.11 12,750.71 7,434.38 24,935.30 1,906.85

R03 R04 R05 R06 R02R03 R04 R05 R06 R02R05 R06 R02

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

・①経常収支比率及び⑤料金回収率は、前年度よ
り悪化している。令和５年度に実施した料金改定
において、令和５、６年度を経過措置としてお
り、令和７年度以降は100％を確保できる見込みで
ある。
・②利益積立金を取り崩して累積欠損金に充当し
たことにより、累積欠損金比率は0となっている。
・③流動比率は一年以内の短期債務に対して十分
な支払能力がある。
・④企業債残高対給水収益比率は企業債残高がな
く良好な状況である。
・⑥給水原価が供給単価を上回っているが、料金
改定の経過措置が終わる令和７年度以降は給水原
価が供給単価を下回る見込みである。
・⑦施設利用率や⑧契約率は、供給先事業者にお
ける水のリサイクル化などにより、水需要が減少
しており、全国・類似団体平均を下回っている。

R02 R03 R04 R05 R06

当該値 82.33 83.56 73.72 99.22

類似団体平均値（平均値）

- 91.7 3 15,700 自治体職員 【】 令和6年度全国平均

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 給水先事業所数 契約水量(m3/日) 管理者の情報 －

グラフ凡例
法適用 工業用水道事業 60,000 中規模 1 17,005 ■ 当該団体値（当該値）

業務名 業種名 現在配水能力(合計)(m3/日) 類似団体区分 施設数 １日平均配水量(m3)

経営比較分析表／団体全体（令和6年度決算）
富山県　高岡市

【事業概要】
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